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令和 ５年第 ９号

加 古 川 警 察 署

◎歩行者も交通ルールを守りましょう！

(信号遵守、横断禁止場所での横断等)

◎信号機の無い横断歩道を渡るときは手を挙げて

横断の意思表示の合図を！

◎横断歩道は歩行者優先！渡ろうとする歩行者を認めたら

車を止めて『どうぞ』の合図を！

◎ダイヤマークの先には横断歩道あり！安全な停止に備えてあらかじめの減速を！

◎夜間の運転はハイビームの活用で危険を早期発見、早期回避！

※昨年中、当署管内で発生した死亡事故『９件中６件』は夜間の発生！

◎自転車に乗る時はヘルメットの着用を！

※自転車乗車中の事故死者の

『６割は頭部の負傷』が致命傷（令和４年中、県下発生分）

◎交差点での安全確認を徹底しましょう！

※当署管内の自転車関係事故の『９割は交差点周辺』で発生（令和４年中）

◎当署管内で飲酒運転多発！

※一昨年まで７年連続で飲酒運転検挙数県下１位！

今年に入り検挙数が昨年を上回るペースで増加しています！

◎アルコールはわずかの量でも運転に悪影響！飲酒運転は『犯罪』です

◎シートベルト等の非着用は事故発生時に車外放出や

車内で強打するなど大変危険です。確実に、そして適正に

着用するように努めましょう！


